
入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和４年８月２２日 

国立大学法人九州大学 

総長 石橋 達朗 

 

◎ 調達機関番号 415 ◎ 所在地番号    40 

○ 第１号 

 

１ 事業概要等 

(1) 品目分類番号 41  42  75  78 

 (2) 事業名 九州大学筑紫国際交流会館整備等事業 

 (3) 事業場所 福岡県春日市春日公園６丁目１番地（九州大学構内） 

 (4) 事業概要  九州大学筑紫国際交流会館（以下「本施設」という。）の施設整備業務、

維持管理業務及び運営業務を行う。 

 (5) 事業期間 事業契約締結の日から令和４１年３月３１日まで 

(6) 本事業は、入札説明書等に基づき落札者として決定された者と、基本協定書及び事業

契約書を締結した後、本施設の施設整備業務（設計、建設等）を実施し、国立大学法人

九州大学（以下「大学」という。）に本施設の所有権を引渡し、事業期間中に係る本施

設の維持管理業務、運営業務及びこれらを実施する上で必要となる業務を実施する「Ｂ

ＴＯ（Build Transfer Operate）方式」とする。 

(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられ

た工事である。 

 

２ 競争参加資格等 

(1) 参加者が備えるべき要件等 

1) 参加者の構成等 

① 参加者は、単独企業（以下「参加企業」という。）又は複数の企業によって構成さ

れるグループ（以下「参加グループ」という。）とする。参加企業の場合にあって

は、新たに特別目的会社を設立することなく企業自らが事業者（大学との契約当事

者）となることを選択できるものとし、参加グループの場合にあっては、新たに特

別目的会社を設立することなくグループを構成する企業（以下「参加グループの構

成員」という。）が連名で事業者（大学との契約当事者）となることを選択できる

ものとする。なお、参加グループで申請する場合は、参加グループの構成員の中か

ら手続を代表して行う企業（ 以下「代表企業」という。）を定めるものとする。 

② 参加グループは、参加グループの構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割

を参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 

③ 参加者は、参加企業又は参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、事業者



から直接業務を受託し又は請け負うことを予定している者（以下「協力会社」とい

う。）についても、参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において協力会社

として明らかにすること。 

④ 参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる

者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれていること。 

2) 参加者及び協力会社の参加要件 

参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。 

① 「国立大学法人九州大学契約事務取扱規程」（平成１６年４月１日）第５条及び第

６条の定めに該当しない者であること。 

② 「会社更生法」（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされていない者又は「民事再生法」（平成１１年１２月２２日法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされた者又は「民事再生

法」に基づき再生手続開始の申立てがなされた者にあっては、手続開始の決定がな

された後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者

であること。 

   ③ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了

するまでの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止

等の措置要領について」（平成１８年１月２０日付１７文科施第３４５号文教施設

企画部長通知）に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人九州大学における物品

購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」（平成１６年９月１日）に基づく取引停止

措置を受けていないこと。 

④ 最近１年間の国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない者。 

⑤ 参加者及び協力会社のいずれかが、他の参加者又は協力会社となっていないこと。

また、参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連が

ある者が他の参加者及び協力会社になっていないこと。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正

会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ａ 親会社と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

※ 子会社の定義は、会社法（平成１７年７月２６日法律第８６号）の定

義を適用する。 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記ｂについては、会社の一方

が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認めら



れる場合 

⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 

3) 参加者及び協力会社の資格等要件 

参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当

たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、

また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべて

を満たすこと。 

① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア 文部科学省において令和３・４年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争

（指名競争）参加資格において「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けて

いること。 

イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による

取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が

著しく不健全でない者を指す。 

ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。 

エ 「建築士法」（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

オ 平成１４年度以降に完了した、下記ａ・ｂに示す要件を同時に満たす新営建物の

設計業務の実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２

０％以上の場合のものに限る。）。 

ａ 建物用途（下記のいずれかの用途のもの。） 

宿泊施設（寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等）、共同住宅又は公

共施設 

ｂ 建物規模 

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上２階建以上か

つ延べ面積 １,１００㎡以上 

② 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア 文部科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大

臣決定）第１章第４条で定めるところにより、令和３・４年度において以下に示す

等級（一般競争（指名競争）参加資格認定通知書）の格付けを受けていること。な

お、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、ま

た、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件を満た

すこと。 

ａ 建築一式工事 Ａ又はＢ等級 

ｂ 電気工事   Ａ又はＢ等級 

ｃ 管工事       Ａ又はＢ等級 

 



イ 提案内容に対応する「建設業法」（昭和２４年５月２４日法律第１００号）の許

可業種につき許可を有しての営業年数が５年以上ある者であること。ただし、相当

の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にお

いては、許可を有しての営業年数が５年未満であっても同等として取扱うことが

できるものとする。 

ウ 平成１４年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、下記ａ・ｂに示す要件

を同時に満たす新営建物の各担当工事の施工実績を有すること（建築一式工事に

おける実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の

場合のものに限る。）。 

ａ 建物用途（下記のいずれかの用途のもの。） 

宿泊施設（寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等）、共同住宅又は公

共施設 

ｂ 建物規模 

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上２階建以上か

つ延べ面積 １,１００㎡以上 

③ 工事監理に当たる者（「建築基準法」（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）の

規定に基づき設置するものとする）は、以下の要件を満たすこと。 

ア ２(1) 3)①アに同じ。 

イ ２(1) 3)①イに同じ。 

ウ ２(1) 3)①ウに同じ。 

エ ２(1) 3)①エに同じ。 

オ 平成１４年度以降に完了した、下記ａに示す新営建物の工事監理業務の実績

を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場

合のものに限る。）。 

ａ 建物規模 

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上２階建以上

かつ延べ面積 １,１００㎡以上 

④ 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

     平成１４年度以降に元請として、下記ａ・b に示す要件を同時に満たす建物の

維持管理業務を実施した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。 

ａ 建物用途（下記のいずれかの用途のもの。） 

宿泊施設（寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等）、共同住宅又は

公共施設 

b 建物規模 

延べ面積１，１００㎡以上 

⑤ 運営に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

     平成１４年度以降に元請として、下記ａ・ｂに示す要件を同時に満たす建物の

運営業務を実施した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出

資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。 



ａ 建物用途（下記のいずれかの用途のもの。） 

宿泊施設（寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等）又は共同住宅 

ｂ 建物規模 

４０戸（室）以上 

 

３ 入札手続等 

 (1) 担当部局 〒８１９―０３９５ 福岡県福岡市西区元岡７４４ 国立大学法人九州大

学施設部施設企画課工事契約係 電話番号 ０９２－８０２－２０４５ 

 (2) 入札説明書等の交付日時、方法 

   1) 交付日時 令和４年８月２２日(月）から令和４年９月１６日(金) までの土曜日、 

 日曜日及び祝日を除く毎日、９時から１７時まで 

2) 交付方法 電子メールにより交付する。 

下記の申し込み先（交付用電子メールアドレス）に会社名、担当者名及び

連絡先（会社住所、電話番号、ＦＡＸ番号等）を明記し、申し込むこと。 

申し込み先：kouji-1@jimu.kyushu-u.ac.jp 

尚、申し込む際の電子メールの件名は、 

【入札説明書等申込】「九州大学筑紫国際交流会館整備等事業」（会社名称）

とすること。 

(3)参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知 

  1) 受付日時 令和４年９月１５日（木）から９月１６日（金）まで。ただし、９時から

１２時及び１３時から１７時の間 

  2) 受付場所 上記３ (1) （持参または郵送すること） 

  3) 結果通知 申請を行った者に対して、書面により令和４年９月２９日（木）までに大

学から通知する。 

 (4) 質問の受付日時、方法及び回答日時、場所 

  1) 受付日時 

令和４年１０月５日（水）から１０月６日（木）１７時まで 

  2) 受付方法 電子メール（sskkouji@jimu.kyushu-u.ac.jp）にて受付 

  3) 回答日時 

      令和４年１０月１９日（水） 

  4) 回答場所  

九州大学施設部のホームページ 

       http://shisetsu.jimu.kyushu-u.ac.jp/kigyou.html 

 (5) 入札書等及び技術提案書の受付日時、場所 

  1) 受付日時 令和４年１０月２８日（金）から１０月３１日（月）まで。ただし、９時

から１２時及び１３時から１７時（提出期限の日である１０月３１日（月）は９時か

ら１２時）の間 

  2) 受付場所 上記３ (1) （持参または郵送すること） 

 (6) 入札書の開札日時、場所 

  1) 開札日時 令和４年１１月２日（水）１４時 



  2) 開札場所 九州大学伊都キャンパス パブリック２号館３階 入札室 

 

４ その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 

  1) 入札保証金は、免除する。 

  2) 事業者は、本契約の締結日から本施設の引渡しまでの期間について、施設整備費相

当（消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下、本条において同じ。）の

１００分の３０以上の契約保証金の納付又はこれに代わる以下の保証を付すととも

にその証券を大学に提出しなければならない。  

① 事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、大学

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）

の保証  

② 事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証  

③ 事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する、大学又は選定事

業者を被保険者とする履行保証保険契約の締結  

事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締

結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債

務とする質権を大学のために設定するものとする。 

 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申

請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

 (4) 落札者の決定方法 国立大学法人九州大学契約事務取扱規程第１１条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要

求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、

入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 

 (5) 手続における交渉の有無 無。 

 (6) 契約書作成の要否 要。 

 (7) 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契

約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 

 (8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３ (1) に同じ。 

 (9) 一般競争（ 指名競争） 参加資格の認定を受けていない者の参加 上記２(1)3) ①ア、

②ア及び③アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を

行っていない者も上記３(3)により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出す

ることができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受

け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 

 (10) 詳細は入札説明書等による。 

 



５ Summary 

(1)Contracting Entity：Ishibashi Tatsuro President of Kyushu University. 

(2)Classification of the services to be procured：41,42,75,78 

(3)Subject matter of the contract:PFIbased design,construction and operation work 

of International House in Chikushi Campus,Kyushu University(BTOscheme) 

(4)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for 

the qualification：5:00 P.M.16 September,2022 

(5)Time-limit for the submission of tenders：12:00 A.M.31 October,2022 

(6) Contact point for tender documentation: Construction and Contract Section, 
Construction Planning Division Facilities Department Kyushu University 744 Motooka, 

Nishi-ku,Fukuoka,Japan 819-0395 Tel:092-802-2045 


